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(57)【要約】
ヒドロゲルマトリックスと、前記ヒドロゲルマトリック
ス内に不均一に分布した酸素含有セルとを含み、前記酸
素含有セルが、高吸水性ポリマーと酸素触媒とを含む酸
素コーティング組成物が提供される。また、酸素コーテ
ィング組成物を製造する方法も提供される。本発明によ
る方法は、高吸水性ポリマー及び酸素触媒を重合してシ
ートを形成するステップと、前記シートを脱水するステ
ップと、前記シートを粉砕して、高吸水性ポリマー・酸
素触媒粉体を形成するステップと、前記粉体を膜形成ポ
リマーと混合して、前記粉体が分散したヒドロゲルマト
リックスを形成するステップとを有する。本発明による
酸素コーティング組成物は、保存可能期間及び安定性が
向上する。また、本発明による方法は、バッチ式プロセ
スではなく、連続式プロセスの一部であり得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素コーティング組成物であって、
　ヒドロゲルマトリックスと、
　前記ヒドロゲルマトリックス内に不均一に分布した酸素含有セルとを含み、
　前記酸素含有セルが、高吸水性ポリマーと酸素触媒とを含むことを特徴とする組成物。
【請求項２】
　前記酸素含有セルが、乾燥重量で、６０～９９ｗｔ％の範囲の量の前記高吸水性ポリマ
ーと、０．１～２０ｗｔ％の範囲の量の前記酸素触媒とを含むことを特徴とする請求項１
に記載の組成物。
【請求項３】
　前記高吸水性ポリマーが架橋されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の組成
物。
【請求項４】
　前記高吸水性ポリマーが、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナト
リウム、ポリエチレンビニルアセテート、ポリウレタン、ポリエチレン酸化物、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン、ポリアミン、ポリビニルモ
ルホリノン、エチレン無水マレイン酸コポリマー、ポリビニルエーテル、イソブチレン無
水マレイン酸コポリマー、又はそれらの組み合わせを含むことを特徴とする請求項１～３
のいずれかに記載の構造体。
【請求項５】
　前記酸素含有セルが、多糖をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記酸素触媒が、炭酸ナトリウム、塩化第二銅、塩化第二鉄、酸化マンガン、酸化銀、
ヨウ化ナトリウム、カタラーゼ、ラクトペルオキシダーゼ、又はそれらの組み合わせを含
むことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の組成物。
【請求項７】
　前記酸素含有セルが、１０～３００マイクロメートルの範囲の平均粒径を有することを
特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の組成物。
【請求項８】
　前記ヒドロゲルマトリックスが、膜形成ポリマーを含むことを特徴とする請求項１～７
のいずれかに記載の組成物。
【請求項９】
　前記膜形成ポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、
ポリビニルアルコール、カルボマー、又はそれらの組み合わせを含むことを特徴とする請
求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　過酸化物をさらに含むことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の組成物。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の組成物で被覆された基材。
【請求項１２】
　前記基材が、ドレッシング材又はパーソナルケア製品を含むことを特徴とする請求項１
１に記載の基材。
【請求項１３】
　請求項１～１０のいずれかに記載の組成物を含むストランド又はファイバ。
【請求項１４】
　酸素コーティング組成物を製造する方法であって、
　高吸水性ポリマー及び酸素触媒を重合してシートを形成するステップと、
　前記シートを脱水するステップと、
　前記シートを粉砕して、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体を形成するステップと、
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　前記粉体を膜形成ポリマーと混合して、前記粉体が分散したヒドロゲルマトリックスを
形成するステップとを有することを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記高吸水性ポリマーが架橋されていることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記粉体が、１０～３００マイクロメートルの範囲の平均粒径を有することを特徴とす
る請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ヒドロゲルマトリックスに過酸化物を導入して前記酸素触媒を活性化させるステッ
プをさらに有し、
　前記酸素触媒の活性化により、前記ヒドロゲルマトリックス内の酸素含有セルの非均一
な分布の形成がもたらされることを特徴とする請求項１４～１６のいずれかに記載の方法
。
【請求項１８】
　前記膜形成ポリマーは架橋されておらず、かつ
　前記組成物を基材上に押し出すステップをさらに有することを特徴とする請求項１４～
１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記組成物を前記基材上に押し出すステップの後に、前記膜形成ポリマーを架橋するス
テップをさらに有することを特徴とする請求項１８に記載の方法。 
【請求項２０】
　前記組成物が、前記基材上に或るパターンをなして又は連続層の形態で押し出されるこ
とを特徴とする請求項１８又は１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、米国特許仮出願第６１／９３４，１６７号（出願日：２０１４年１月３１日
）に基づく優先権を主張するものである。上記仮出願は、その全文を引用することを以っ
て本明細書の一部となす。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、様々な基材に適用することができる酸素含有コーティングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　酸素不足（すなわち、低酸素症）は、一般的に、加齢に伴い四肢の血行が悪くなった者
や糖尿病等の疾患を有する患者などに見られる。また、高齢者は、皮膚の酸素圧が正常値
よりも低いことが、研究により分かっている。このことは、しばしば、皮膚の健康状態の
悪化や、しわ、乾燥、皮膚の弾力性の低下などの症状が過剰に見られる状態をもたらす。
化粧品の製造業者は、これらの老化に関連する影響を抑制し、皮膚の健康状態を改善し維
持するための、皮膚軟化剤、エクスフォリエータ（古い角質や毛穴汚れの除去剤）、保湿
剤などの多種多様の成分を含む皮膚用組成物を長年にわたって提供してきた。
【０００４】
　酸素を皮膚に送達することにより、皮膚への酸素運搬の正常な減少に関連する症状を緩
和することができる。また、酸素を創傷部位に、例えば酸素を含むドレッシング材（創傷
被覆材）等により適用することにより、創傷の治癒を早めることができる。酸素は極めて
反応性が高く不安定であるため、一般的な使用のために酸素を皮膚や創傷部位に送達する
ことは、技術的に困難を伴う。したがって、高濃度の酸素は、その不安定性のために、家
庭での使用に供することが困難であった。しかし、Ladizinskyによる米国特許出願公開第
２００６／０１２１１０１号明細書（特許文献１）には、酸素を過酸化物及び過酸化物分
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解触媒の形態で提供することが開示されている。この特許文献１には、皮膚の或る領域に
適用されるドレッシング材を使用して、損傷していない皮膚への酸素供給処理を提供する
ことが開示されている。ドレッシング材は一般的に、水性の過酸化水素組成物を含む破裂
可能なリザーバ（貯蔵部）と、過酸化物分解触媒を含むヒドロゲル層とを含む。しかし不
都合なことに、過酸化物分解触媒による過酸化水素の酸素への分解は極めて急速に起こる
ため、酸素が皮膚に対してできるだけ長く保持されるように、ドレッシング材はその外側
に酸素不透過性層を有している。このドレッシング材は、皮膚の小さい領域では有用であ
るが、皮膚の大きい領域や不規則な形状を有する領域では役に立たない。
【０００５】
　また、Devillezによる米国特許第５，７３６，５８２号明細書（特許文献２）には、過
酸化水素用の溶媒を含む皮膚処置用組成物において、過酸化ベンゾイルの代わりに過酸化
水素を使用することが提案されている。これにより、過酸化水素を、皮膚に損傷を与える
レベルよりも低いレベルに維持し、かつ溶液中により高濃度で含めることが可能となる。
この皮膚処置用組成物においては、水とともにジメチルイソソルビドなどの溶媒が効果的
であることが教示されている。この皮膚処置用組成物には、過酸化物分解触媒は含まれて
いない。しかし残念ながら、酸素の濃度や生成に関するデータは示されておらず、酸素の
放出に必要な時間も示されていない。この方法は、酸素を含有しない組成物よりも進歩し
ているように思われるが、データが示されていないので、この方法の全体的な有効性を客
観的に判断することは困難である。しかしながら、過酸化物の濃度を考慮すると、相当量
の酸素が生成されるとは考えにくい。
【０００６】
　Gibbinsらによる米国特許第７，１６０，５５３号明細書（特許文献３）には、ポリマ
ーネットワークと非ゲル化多糖とから作製され、損傷組織を治療するための酸素を有する
マトリックスが提案されている。溶存酸素の収容、及び他の活性物質の送達には、独立気
泡発泡体が使用される。
【０００７】
　Ladinによる米国特許第５，７９２，０９０号明細書（特許文献４）には、皮膚と接触
する酸素透過層と、該層に隣接する酸素溶液供給リザーバとを有する創傷ドレッシング材
が提案されている。リザーバは、化学反応によって酸素を提供する水性液体を受け取るこ
とができるように構成されている。水性液体が過酸化水素を含み、リザーバが、固定化さ
れた過酸化水素分解触媒、例えば二酸化マンガンを含むことが好ましい。このドレッシン
グ材内の過酸化水素分解触媒は、過酸化水素を加えたときに酸素を生成する。
【０００８】
　上記のドレッシング材、マトリックス、及び組成物の開発にも関わらず、皮膚に取り付
けられる様々な種類の基材、例えばプラスチック、発泡体、不織布、及び紙ベースの製品
に対して酸素送達能力を与えることができる使いやすい技術への要求が依然として存在す
る。また、この技術は、バッチ式製造プロセスではなく連続式製造プロセスの形態を有す
ることが望ましい。さらに、より安定的であり、かつ従来の市販の酸素送達製品よりも長
い保存可能期間を有する酸素送達製品への要求が存在する。また、所望に応じて酸素送達
製品に追加的な機能を付与することができるように、独立気泡型の酸素含有セル群が不均
一に分布及び／又は分散した酸素送達製品への要求も存在する。加えて、そのような酸素
送達製品は、公知の製品と同様の方法で使用することができれば、消費者にとって最も受
け入れ易いであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０１２１１０１号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７３６，５８２号明細書
【特許文献３】米国特許第７，１６０，５５３号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７９２，０９０号明細書
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記の問題に対して大きな程度の解決を見いだし、ヒドロゲルマトリックス
と、前記ヒドロゲルマトリックス内に不均一に分布した酸素含有セルとを含み、前記酸素
含有セルが、高吸水性ポリマーと酸素触媒とを含む酸素コーティング組成物を開示する。
【００１１】
　本発明の一実施形態では、酸素コーティング組成物が提供される。本発明による酸素コ
ーティング組成物は、ヒドロゲルマトリックスと、前記ヒドロゲルマトリックス内に不均
一に分布した酸素含有セルとを含み、前記酸素含有セルは、高吸水性ポリマーと酸素触媒
とを含む。
【００１２】
　或る特定の実施形態では、前記酸素含有セルは、乾燥重量で、６０～９９ｗｔ％の範囲
の量の前記高吸水性ポリマーと、０．１～２０ｗｔ％の範囲の量の前記酸素触媒とを含む
。或る特定の実施形態では、前記酸素含有セルは、１０～３００マイクロメートルの範囲
の平均粒径を有する。
【００１３】
　別の実施形態では、前記高吸水性ポリマーは架橋されている。さらに別の実施形態では
、前記高吸水性ポリマーは、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナト
リウム、ポリエチレンビニルアセテート、ポリウレタン、ポリエチレン酸化物、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン、ポリアミン、ポリビニルモ
ルホリノン、エチレン無水マレイン酸コポリマー、ポリビニルエーテル、イソブチレン無
水マレイン酸コポリマー、又はそれらの組み合わせを含む。さらに別の実施形態では、前
記酸素含有セルは、多糖をさらに含む。
【００１４】
　さらに別の実施形態では、前記酸素触媒は、炭酸ナトリウム、塩化第二銅、塩化第二鉄
、酸化マンガン、酸化銀、ヨウ化ナトリウム、カタラーゼ、ラクトペルオキシダーゼ、又
はそれらの組み合わせを含む。
【００１５】
　さらに別の実施形態では、前記ヒドロゲルマトリックスは、膜形成ポリマーを含む。前
記膜形成ポリマーは、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリ
ビニルアルコール、カルボマー、又はそれらの組み合わせを含む。
【００１６】
　さらに別の実施形態では、本発明による酸素コーティング組成物は、酸素含有セル内の
酸素を泡立たせるための反応物質としての過酸化物をさらに含む。
【００１７】
　さらに別の実施形態では、本発明による酸素コーティング組成物は、基材上にコーティ
ングすることができる。前記基材は、ドレッシング材（例えば、創傷ドレッシング材、包
帯）、又はパーソナルケア製品であり得る。さらに別の実施形態では、酸素コーティング
組成物は、ストランド又はファイバの形態であり得る。
【００１８】
　本発明の別の実施形態では、酸素コーティング組成物を製造する方法が提供される。本
発明による酸素コーティング組成物の製造方法は、高吸水性ポリマー及び酸素触媒を重合
してシートを形成するステップと、前記シートを脱水するステップと、前記シートを粉砕
して、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体を形成するステップと、前記粉体を膜形成ポリマ
ーと混合して、前記粉体が分散したヒドロゲルマトリックスを形成するステップとを有す
る。
【００１９】
　或る特定の実施形態では、前記高吸水性ポリマーは架橋されている。さらに別の実施形
態では、前記粉体は、１０～３００マイクロメートルの範囲の平均粒径を有する。
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【００２０】
　さらに別の実施形態では、本発明による方法は、前記ヒドロゲルマトリックスに過酸化
物を導入して前記酸素触媒を活性化させるステップをさらに有する。前記酸素触媒の活性
化により、前記ヒドロゲルマトリックス内での酸素含有セルの非均一な分布の形成がもた
らされる。
【００２１】
　本発明による方法は、前記膜形成ポリマーは架橋されておらず、かつ前記組成物を基材
上に押し出すステップをさらに有する。別の実施形態では、本発明による方法は、前記組
成物を前記基材上に押し出すステップの後に、前記膜形成ポリマーを架橋するステップを
さらに有する。さらに別の実施形態では、前記組成物は、前記基材上に或るパターンをな
して又は連続層の形態で押し出される。
【００２２】
　本発明の他の特徴及び態様は、以下により詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　当業者を対象にした本発明の完全かつ実現可能な開示（ベストモードを含む）は、以下
の添付図面の参照を含む本明細書の残りの部分により詳しく説明されている。
【００２４】
【図１】本発明による酸素コーティング及び基材を含むドレッシング材の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるドレッシング材の上面図（写真）であり、酸素コーテ
ィングは基材上に或るパターンをなして適用されている。
【００２５】
　本明細書及び図面において繰り返し用いられている参照符号は、本発明の同一又は類似
の機構又は要素を表すことを意図している。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の様々な実施形態について詳細に説明し、１以上の実施例を以下に示す。
各実施例は、説明のために与えられるものであり、本発明を限定するためのものではない
。実際には、本発明の範囲及び要旨から逸脱しない範囲で本発明の様々な変更及び変形が
可能であることは、当業者には明らかであろう。例えば、或る実施形態の一部として説明
又は図示された特徴を別の実施形態に適用することにより、さらなる別の実施形態を創出
することができる。したがって、本発明は、このような変更及び変形を包含することを意
図している。
【００２７】
　概して言えば、本発明による、酸素コーティングを形成する酸素含有セルを有するヒド
ロゲルマトリックスを作製する過程では、まず、高吸水性ポリマーを合成し、重合中に、
酸素触媒（例えば、炭酸ナトリウム、塩化第二銅、塩化第二鉄、酸化マンガン、酸化銀、
ヨウ化ナトリウム、カタラーゼ、ラクトペルオキシダーゼ）を他の任意選択の材料と共に
加える。このようにして作製された高吸水性ポリマーと酸素触媒との混合物を、脱水する
まで乾燥させる。その後、脱水された高吸水性ポリマーと酸素触媒との混合物を、ハンマ
ーミル等を使用して粉砕し、約１０～３００マイクロメートルの範囲の平均粒径を有する
粗い粉体を形成する。
【００２８】
　高吸水性ポリマーと酸素触媒との混合物の粉体は、様々な用途に使用することができる
。或る望ましい用途では、前記粉体は、ヒドロゲルマトリックス内に組み込まれる。また
、増粘剤又は膜形成ポリマー（例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、ポリビニルアルコール、カルボマーなど）もヒドロゲルマトリックスの作製
に用いることができる。高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の各粒子は、ヒドロゲルマトリ
ックス内に適切に分布及び分散されることが望ましい。ヒドロゲルマトリックスは、その
特定の用途に応じて、保湿剤及び／又は可塑剤（例えば、グリセリン、プロピレングリコ
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ール、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ））などの他の賦形剤を含み得る。
【００２９】
　ヒドロゲルマトリックスは、押出成形（押出コーティング）、ロールツーロールコーテ
ィング、スピンコーティング、又は任意の他の適切な方法により、所望の基材上に、任意
の適切な被覆層（例えば、連続層）として、又は或るパターン（例えば、一連の線、ドッ
トなど）をなしてコーティングされ得る。あるいは、ヒドロゲルマトリックスは、織布又
は不織布に形成されるファイバ又はストランドとして押出成形される。図１に示すように
、創傷ドレッシング材１００は、基材１０１と、酸素コーティング１０２とを含む。酸素
コーティング１０２は、ヒドロゲルマトリックス１０３と、ヒドロゲルマトリックス１０
３内に不均一に分布した架橋された高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体粒子１０４と、粉体
粒子１０４内に捕らわれた酸素ガス１０５とを含む。
【００３０】
　自由流動性を有する架橋されていないヒドロゲルマトリックス１０３内に、架橋された
高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体１０４を組み込むことにより、連続バッチプロセスの一
部として、基材１０１上に酸素コーティング１０２又はパターン層を形成することが可能
となる。例えば、図２に示すように、酸素コーティング１０２は、基材１０１上に、互い
に平行な複数の線からなるパターン、又は創傷ドレッシング材１００の用途に応じて他の
任意の適切なパターンの形態で形成することができる。さらに、ヒドロゲルマトリックス
１０３は、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体粒子１０４とその周囲との間に追加的な障壁
を提供することにより、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体粒子１０４から放散される酸素
ガス１０５の量を制限し、これにより、酸素コーティング１０２の安定性を高める。この
ような構成は、その表面に酸素コーティングが適用される基材（例えば、創傷ドレッシン
グ材）を、酸素コーティングから酸素が損失することなく、室温で保管することを可能と
する。したがって、コーティングされた基材を冷蔵する必要がなくなる。酸素コーティン
グのヒドロゲルマトリックス要素は、基材上に適用するために架橋されていないが、酸素
コーティングを基材上に適用した後に、所望であれば架橋できることを理解されたい。
【００３１】
　本発明の様々な実施形態について、以下に詳細に説明する。
【００３２】
　Ｉ．高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体
【００３３】
　本発明によるヒドロゲルマトリックスの高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体要素は、高吸
水性ポリマー、架橋剤、酸素触媒、及び他の任意選択の材料（例えば、多糖、水和制御剤
）を混合することにより粉体溶液として作製することができる。
【００３４】
　一般的に、高吸水性ポリマーは、その重量の少なくとも約１０倍の量の、０．９重量パ
ーセントの水性の塩化ナトリウム溶液を吸収することができる。具体的には、高吸水性ポ
リマーは、その重量の約２０倍以上の量の、０．９重量パーセントの水性の塩化ナトリウ
ム溶液を吸収することができる。本発明による治療又は処置に適した高吸水性ポリマーは
、米国ミシガン州ミッドランド所在のダウ・ケミカル社（Dow Chemical Company）や、米
国ノースカロライナ州グリーンスバロ所在のストックハウゼン社（Stockhausen Inc.）な
どの様々な商業ベンダーから入手可能である。本発明による治療又は処置に適した他の高
吸水性ポリマーは、Meliusらによる米国特許第5,601,542号明細書、Dodgeらによる米国特
許出願公開第2001/0049514号明細書、及びDodgeらによる米国特許出願第09/475,830号明
細書に記載されている（これらの各々は、本開示と矛盾しない範囲で、参照により本開示
に援用される）。
【００３５】
　高吸水性ポリマーとしては、これに限定されないが、ポリアクリルアミド、ポリアクリ
ル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレンビニルアセテート、ポリウレタン、ポリ
エチレン酸化物、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン、
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ポリアミン、ポリビニルモルホリノン、エチレン無水マレイン酸コポリマー、ポリビニル
エーテル、イソブチレン無水マレイン酸コポリマー、又はそれらの組み合わせなどの吸収
性ポリマーが挙げられる。使用可能な他のポリマーとしては、ポリリシン、ポリエチレン
、ポリブタラート、ポリエーテル、シラスティック、シリコーンエラストマー、ゴム、ナ
イロン、ビニル、架橋されたデキストラン、又はそれらの組み合わせなどが挙げられる。
架橋されたデキストランを使用する場合、デキストランポリマーの分子量は、５０、００
０～５００、０００の範囲であることが好ましい。加えて、本発明によるマトリックス材
料は、天然ポリマーと合成ポリマーの組み合わせ、合成ポリマーの混合物、又は天然ポリ
マーの混合物から作製され得る。使用可能な天然ポリマーの例としては、これに限定され
ないが、ヒアルロン酸及びその誘導体、コラーゲン、でんぶん誘導体（例えば、澱粉グラ
フト化アクニルニトリル水分解物、澱粉グラフト化アクリル酸など）が挙げられる。本発
明に使用可能な他のポリマーとしては、クエン酸ベースのポリマー、乳酸及びグリコール
酸ベースのポリマー、ポリアスパラギン酸塩、ポリオルトエステル、ポリホスファゼン、
ポリ無水物、ポリホスホエステル、及びポリアルキレングリコールベースのポリマー、又
はそれらの組み合わせがある。本発明による吸水性材料は、吸収性構造体として使用する
のに適切な任意の形態、例えば粒子、繊維、フレーク、球体などの形態をとり得る。
【００３６】
　高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の作製に使用される高吸水性ポリマーは、乾燥前の粉
体溶液の総重量に基づいて、約０．２５～２０ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～１５ｗｔ
％の範囲、例えば約１～１０ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。また、脱水後は、高吸水性
ポリマーは、乾燥重量での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づいて、約６０
～９９ｗｔ％の範囲、例えば約７０～９５ｗｔ％の範囲、例えば約８０～９０ｗｔ％の範
囲の量で存在し得る。
【００３７】
　上述したように、高吸水性ポリマーは、該材料を実質的に水不溶性にするために、適切
に軽度に架橋され得る。架橋は、例えば、照射により、又は、共有結合、イオン結合、フ
ァンデルワールス結合、水素結合によりなされる。適切な架橋剤の１つは、Ｎ，Ｎ´－メ
チレン‐ビスアクリルアミドであるが、他の適切な架橋剤、例えばビスアクリルシスタミ
ンやジアリルタータジアミドを使用してもよい。Ｎ，Ｎ´－メチレン‐ビスアクリルアミ
ド又は他の適切な架橋剤を使用する場合、その架橋剤は、乾燥前の本発明による粉体溶液
の総重量に基づいて、約０．００５～０．５ｗｔ％の範囲、例えば約０．０１～０．２５
ｗｔ％の範囲、例えば約０．０２５～０．１５ｗｔ％の範囲の量で、本発明による高吸水
性ポリマー・酸素触媒粉体の構成要素となり得る。また、脱水後は、架橋剤は、乾燥重量
での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づいて、約０．０１～４ｗｔ％の範囲
、例えば約０．０５～３ｗｔ％の範囲、例えば約０．１～２ｗｔ％の範囲の量で存在し得
る。
【００３８】
　また、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体は、多糖を含み得る。多糖は、或る実施形態で
は、非ゲル化多糖であり得る。或る実施形態では、創傷治療デバイスにおいて、ガラクト
マンナン高分子を使用することができる。そのような高分子の一例は、グァーガムである
。別の実施形態では、多糖は、セルロース又はセルロース誘導体であり得る。例えば、メ
チルセルロース（ＭＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ヒドロキシエチルセ
ルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプ
ロピルセルロース（ＨＰＣ）、エチルヒドロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）、又はそ
れらの組み合わせを本発明に使用することができる。一般的に、本発明に使用可能なセル
ロースは、水への溶解性を高めるために改変される。適切な多糖の別の例は、デキストリ
ンである。デキストリンは、でんぷんと砂糖との中間の非架橋炭水化物であり、希酸、で
んぷん糖化酵素、又は乾式加熱による加水分解を通じて、でんぷんから作製することがで
きる。加水分解によって糖鎖が短くすることにより、水への溶解性が高められる。デキス
トリンは、（Ｃ６Ｈ１０Ｏ５）Ｘの化学構造式を有する（ｘは、６又は７であり得る）。



(9) JP 2017-504705 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

或る特定の実施形態では、ＩＩＩ型デキストリンが使用され得る。好適な多糖の他の適切
な例としては、ルーサン、フェヌグリーク、ハニーローカストビーンガム、ホワイトクロ
ーバービーンガム、キャロブローカストビーンガム、キサンタンガム、コラーゲン、アル
ギン酸ナトリウム、キチン、キトサンなどが挙げられる。多糖は、乾燥前の高吸水性ポリ
マー・酸素触媒粉体溶液の総重量に基づいて、約０．００５～２５ｗｔ％の範囲、例えば
約０．０５～１０ｗｔ％の範囲、例えば約０．１～５ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。ま
た、脱水後は、多糖は、乾燥重量での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づい
て、約０．１～２０ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～１５ｗｔ％の範囲、例えば約１～１
０ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
【００３９】
　上述したように、本発明のヒドロゲルマトリックス内に存在する高吸水性ポリマー・酸
素触媒粉体は、酸素触媒も含む。酸素触媒は、炭酸ナトリウムであり得る。しかし、生体
適合性を有する製品に適合するものであれば、例えばアルカリ化合物やアルカリ土類化合
物などの他の酸素触媒を用いてもよい。加えて、１又はそれ以上の酸素触媒を用いてもよ
い。例えば、一方の酸素触媒は、アルカリ金属の塩及びアルカリ土類金属の塩から成る群
から選択され、他方の酸素触媒は、これに限定されないが、有機化学物質又は無機化学物
質（例えば、塩化第二銅、塩化第二鉄、酸化マンガン、酸化銀、ヨウ化ナトリウム、又は
それらの均等物）を含む。他の酸素触媒としては、これに限定されないが、例えばラクト
ペルオキシダーゼやカタラーゼなどの酵素が挙げられる。酵素は、乾燥前の高吸水性ポリ
マー・酸素触媒粉体溶液の総重量に基づいて、約０．００５～５ｗｔ％の範囲、例えば約
０．０１～２．５ｗｔ％の範囲、例えば約０．０５～１ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
また、脱水後は、酵素は、乾燥重量での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づ
いて、約０．１～２０ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～１５ｗｔ％の範囲、例えば約１～
１０ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
【００４０】
　必須ではないが、生体適合性マトリックスは、水和制御剤をさらに含み得る。水和制御
剤は、例えばイソプロパノールなどのイソプロピルアルコールであり得るが、エタノール
、グリセロール、ブタノール、プロピレングリコール、又はそれらの組み合わせを使用し
てもよい。水和制御剤を使用する場合、水和制御剤は、乾燥前の高吸水性ポリマー・酸素
触媒粉体溶液の総重量に基づいて、約０．０５～７．５ｗｔ％の範囲、例えば約０．１～
５ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～２．５ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。また、脱水後
は、水和制御剤は、乾燥重量での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づいて、
約０．２ｗｔ％未満、例えば約０．１ｗｔ％未満、例えば約０ｗｔ％の量で存在し得る。
【００４１】
　また、過硫酸アンモニウム及びテトラメチルエチレンジアミン（ＴＥＭＥＤ）も、本発
明による高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体溶液に含まれ得る。過硫酸アンモニウムは、乾
燥前の高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体溶液の総重量に基づいて、約０．００５～０．５
ｗｔ％の範囲、例えば約０．０１～０．２５ｗｔ％の範囲、例えば約０．０２５～０．１
ｗｔ％の範囲の量で、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の構成要素となり得る。また、脱
水後は、過硫酸アンモニウムは、乾燥重量での高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の総重量
に基づいて、約０．２ｗｔ％未満、例えば約０．１ｗｔ％未満、例えば約０ｗｔ％の量で
存在し得る。加えて、ＴＥＭＥＤは、乾燥前の高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体溶液の総
重量に基づいて、約０．００１～０．５ｗｔ％の範囲、例えば約０．０１～０．２５ｗｔ
％の範囲、例えば約０．０２５～０．１５ｗｔ％の範囲の量で、高吸水性ポリマー・酸素
触媒粉体の構成要素となり得る。また、脱水後は、ＴＥＭＥＤは、乾燥重量での高吸水性
ポリマー・酸素触媒粉体の総重量に基づいて、約０．２ｗｔ％未満、例えば約０．１ｗｔ
％未満、例えば約０ｗｔ％の量で存在し得る。
【００４２】
　高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体を作製するための溶液を調製するために、水又は任意
の他の適切な水溶液が、乾燥前の高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体溶液の総重量に基づい
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て、約８０～９９ｗｔ％の範囲、例えば約８５～９８ｗｔ％の範囲、例えば約９０～９５
ｗｔ％の範囲の量で加えられる。また、脱水後は、水は、乾燥重量での高吸水性ポリマー
・酸素触媒粉体の総重量に基づいて、約０．２ｗｔ％未満、例えば約０．１ｗｔ％未満、
例えば約０ｗｔ％の量で存在し得る。
【００４３】
　本明細書に開示された酸素コーティング組成物を作製するプロセスでは、架橋剤を加え
ることが可能な確立された手法を用いて、高吸水性ポリマー（例えば、ポリアクリルアミ
ド）を合成する。酸素触媒は高吸水性ポリマーを作製する重合反応に関与するとは考えら
れていないが、重合プロセス中に、酸素触媒（例えば、炭酸ナトリウム、塩化第二銅、塩
化第二鉄、酸化マンガン、酸化銀、ヨウ化ナトリウム、カタラーゼ、ラクトペルオキシダ
ーゼなど）を加える。このようにして作製された、高吸水性ポリマー及び酸素触媒を含む
溶液（混合物）を、その後、十分に脱水されるまで乾燥させる。前記混合物は、水分を含
まない状態で、６０～９９重量パーセントの高吸水性ポリマーと、約０．１～２０ｗｔ％
の酸素触媒とを含み得、乾燥重量又は水分を含まない状態で、約８５～９０ｗｔ％の高吸
水性ポリマーと、約１～１０ｗｔ％の酸素触媒とを含み得る。「水分を含まない状態」と
は、前記混合物を、水分の６０～８０％が蒸発するまで脱水又は乾燥させた後の状態を意
味する。その後、脱水された高吸水性ポリマーと酸素触媒との混合物を、ハンマーミル等
を使用して粉砕し、約１０～３００マイクロメートルの範囲、例えば約２５～２５０マイ
クロメートルの範囲、例えば約５０～２００マイクロメートルの範囲の平均粒径を有する
粗い粉体を形成する。
【００４４】
　ＩＩ．ヒドロゲルマトリックス組成物
【００４５】
　上述した高吸水性ポリマー及び酸素触媒を含む溶液から作製された高吸水性ポリマー・
酸素触媒粉体は、様々な用途に使用することができる。或る用途では、前記粉体は、過酸
化水素又は酸素コーティング組成物を形成するための任意の他の適切な反応物質をさらに
含み得るヒドロゲルマトリックス組成物に組み込まれる。高吸水性ポリマー・酸素触媒粉
体は、例えば膜形成ポリマーから作製された不定形のヒドロゲルマトリックス材料内に、
非均一な不連続相として分散される。前記粉体は、ヒドロゲルマトリックス組成物内に、
乾燥前のヒドロゲルマトリックス組成物の総重量に基づいて、約０．２５～２０ｗｔ％の
範囲、例えば約０．５～１５ｗｔ％の範囲、例えば約１～１０ｗｔ％の範囲の量で存在し
得る。また、ヒドロゲルマトリックス組成物を所望の水分含量まで乾燥させた後は、高吸
水性ポリマー・酸素触媒粉体は、作製された酸素コーティング組成物内に、約５～９５ｗ
ｔ％の範囲、例えば約２０～８０ｗｔ％の範囲、例えば約４０～６０ｗｔ％の範囲の量で
存在し得る。
【００４６】
　上述したように、ヒドロゲルマトリックス組成物は、任意の適切な膜形成ポリマー又は
増粘剤（例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニ
ルアルコール、カルボマー、又は任意の他の適切な合成親水性膜形成剤、並びにそれらの
組み合わせ）を含み得る。膜形成ポリマーは、酸素コーティング組成物内に、乾燥前のヒ
ドロゲルマトリックス組成物の総重量に基づいて、約０．１～２０ｗｔ％の範囲、例えば
約０．２５～１５ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～１０ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
また、ヒドロゲルマトリックス組成物を所望の水分含量まで乾燥させた後は、膜形成ポリ
マーは、作製された酸素コーティング組成物内に、約１～３５ｗｔ％の範囲、例えば約１
．５～３０ｗｔ％の範囲、例えば約２～２５ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
【００４７】
　また、ヒドロゲルマトリックス組成物は、保湿剤及び／又は可塑剤などの他の賦形剤を
含むことができる。可塑剤は、グリセロール／グリセリン、プロピレングリコール、ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）、ブタノール、又は任意の他の適切な可塑剤、並びにそれ
らの組み合わせであり得る。可塑剤は、乾燥前のヒドロゲルマトリックス組成物の総重量
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に基づいて、約１～５０ｗｔ％の範囲、例えば約２．５～４０ｗｔ％の範囲、例えば約５
～３０ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。また、ヒドロゲルマトリックス組成物を所望の水
分含量まで乾燥させた後は、可塑剤は、作製された酸素コーティング組成物内に、約１０
～６０ｗｔ％の範囲、例えば約１５～５５ｗｔ％の範囲、例えば約２０～５０ｗｔ％の範
囲の量で存在し得る。
【００４８】
　また、水が、ヒドロゲルマトリックス組成物内に、乾燥前のヒドロゲルマトリックス組
成物の総重量に基づいて、約４０～９５ｗｔ％の範囲、例えば約４５～９０ｗｔ％の範囲
、例えば約５０～８５ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。また、ヒドロゲルマトリックス組
成物を所望の水分含量まで乾燥させた後は、水は、作製された酸素コーティング組成物内
に、約１～３５ｗｔ％の範囲、例えば約２．５～３０ｗｔ％の範囲、例えば約５～２５ｗ
ｔ％の範囲の量で存在し得る。
【００４９】
　さらに、基材上に酸素コーティング組成物を形成するために基材上にコーティングされ
る前のヒドロゲルマトリックス組成物に加える場合、過酸化物（例えば、過酸化水素、過
酸化アンモニウム、過酸化ナトリウム、過酸化尿素、過酸化カルシウム、又はそれらの組
み合わせ）又は任意の他の適切な反応物質をヒドロゲルマトリックス組成物に加えて前記
粉体内の酸素触媒と反応させることにより、前記粉体の構成要素の高吸水性ポリマー内に
捕らわれた酸素を含むセル（酸素含有セル）を形成することができる。酸素コーティング
組成物に加えられる場合、過酸化物又は他の適切な反応物質は、乾燥前のヒドロゲルマト
リックス組成物の総重量に基づいて、約０．１～１５ｗｔ％の範囲、例えば約０．２５～
１０ｗｔ％の範囲、例えば約０．５～５ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。また、ヒドロゲ
ルマトリックス組成物を所望の水分含量まで乾燥させた後は、過酸化物又は他の適切な反
応物質は、作製された酸素コーティング組成物内に、約０．０～２ｗｔ％の範囲、例えば
約０．０５～１．５ｗｔ％の範囲、例えば約０．１～１ｗｔ％の範囲の量で存在し得る。
【００５０】
　上記のヒドロゲルマトリックス混合物は、膜形成ポリマー、高吸水性ポリマー・酸素触
媒粉体、可塑剤、及び任意の他の適切な構成要素を混合することにより、スラリーとして
形成することができる。なお、過酸化物は、水で希釈した後、押出コーティングされる前
の前記スラリーに混合してもよい。あるいは、後述するように、過酸化物は、ヒドロゲル
マトリックス組成物に含めず、基材上に押出コーティングされたヒドロゲルマトリックス
組成物にスプレーするか、又は、ヒドロゲルマトリックス組成物で被覆された基材を過酸
化水素溶液槽に浸漬してもよい。
【００５１】
　ＩＩＩ．基材へのヒドロゲルマトリックスの適用
【００５２】
　上述したように、ヒドロゲルマトリックス組成物の作製後、ヒドロゲルマトリックス組
成物は、押出成形（押出コーティング）し、ロールツーロールコーティング、スピンコー
ティング、又は自由流動、非架橋状態における任意の他の適切な公知の方法（より詳細に
ついては後述するが、ヒドロゲルマトリックス組成物を基材上に安定化させるために、そ
の後にヒドロゲルマトリックス組成物を任意選択で架橋することができる方法）により、
所望の基材（例えば、ポリウレタン、ガーゼ、不織材料、又は任意の他の適切な創傷ドレ
ッシング材）の表面上にコーティングされる。ヒドロゲルマトリックス組成物は、基材上
に押出コーティングされるか、スロットコータやマイヤーロッド等の一般的な方法を用い
てコーティングされる。
【００５３】
　上述したように、ヒドロゲルマトリックスは、例えば、過酸化水素又は他の適切な反応
物質をヒドロゲルマトリックス組成物内に直接的に混合又は配合することにより、過酸化
水素又は他の適切な反応物質に対して暴露される。あるいは、過酸化水素を加える前にヒ
ドロゲルマトリックス組成物を基材上に適用する場合、ヒドロゲルマトリックスでコーテ
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ィングされた基材は、過酸化水素溶液中に浸漬させられるか、又は過酸化水素溶液がスプ
レーされる。
【００５４】
　必要であれば、過酸化物を含有するか又は過酸化物でコーティングされたヒドロゲルマ
トリックス組成物は、該組成物を基材に適用して酸素コーティングを形成した後に活性化
させられる。このような活性化は、ヒドロゲルマトリックス内に分散された前記粉体内に
捕らえられた酸素触媒の作用によって過酸化水素の酸素ガスへの分解を早めるために、熱
を加えることにより行われる（例えば、基材を約３０～７０℃で約５分～５時間、例えば
約５５℃で約２時間加熱する）。このようにして膨張化又は「発泡化」された酸素コーテ
ィングは、通常、様々な基材に対して良好な接着性を示す。接着は、増粘剤及び賦形剤を
適切に選択することにより、特定の基材に適合させられる。
【００５５】
　酸素含有セルが均一に分布した酸素含有構造体とは異なり、本発明による高吸水性ポリ
マー・酸素触媒粉体を含有するヒドロゲルマトリックスは、単一構造体（例えば、ヒドロ
ゲルマトリックス）内で、独立気泡型の気体酸素含有セル群の分離を提供することができ
る。この分離（すなわち、酸素含有セルの不均一な分布）は、追加的な機能を含める又は
強化することを可能にするため重要である。例えば、酸素含有セルが全体に渡って均一に
分布している構造（例えば、コーティング材の場合）は、酸素含有セルによって流動が阻
止又は阻害されることにより、創傷部位からの水様性滲出液の吸い上げが制限されると考
えられる。この現象は、高吸水性ポリマー含むパーソナルケア製品の分野では、「ゲルブ
ロッキング（gel blocking）」として知られている。
【００５６】
　本発明の不均一な酸素コーティングでは、ヒドロゲルマトリックスにおける酸素含有セ
ルを含んでいない部分によって、酸素含有セル群の間に水をより容易に導くことができ、
これにより向上したウィッキング（吸い上げ）が可能となる。別の例では、ヒドロゲルマ
トリックスと、「多孔質」若しくはメッシュ、ガーゼ又はファイバ基材との間に「相乗効
果」又は引力が存在する場合、ヒドロゲルマトリックスを基材の内部又は表面に選択的に
一体化させるとともに、触媒粉体を、基材プロパーにより形成された隙間領域に集中配置
させることができる。繰り返すが、ヒドロゲルマトリックス内での酸素含有セルの不均一
な分布は、ウィッキング及び創傷部位への酸素送達を向上させることができる。
【００５７】
　ヒドロゲルマトリックス組成物の膜形成ポリマー要素が、作製された酸素コーティング
の分解を最小限に抑えるために基材に酸素コーティングが適用された後に架橋される場合
、例えば滲出液の量が多い創傷部位に使用されるべきである。架橋方法は、膜形成ポリマ
ーの個々の化学的性質に適合させられる。例えば、カルボキシメチルセルロースを架橋す
る１つの方法は、Ｆｅ３＋、Ａｌ３＋、及びＣｒ３＋の可溶性塩を用いて三価カチオンに
暴露させることである。これらの塩は溶解させることができ、酸素発泡反応の発生前又は
発生後に、基材に適用された酸素コーティングにスプレーすることができる。
【００５８】
　酸素コーティングの架橋を実現する別の方法は、低濃度の三価塩を、酸素コーティング
組成物の作製中に該組成物に組み込むことである。発泡反応を開始させるための加熱によ
り生じるその後の水分損失により、酸素コーティングの架橋が起こる。別の可能性は、ゼ
ラチン又はキトサンを酸素コーティングに加え、これらの物質をゲニピン（生体適合性を
有する架橋剤として知られている）により架橋させることである。ゲニピンは、基材に適
用された酸素コーティング上にスプレーするか、又は酸素コーティング組成物内にバッチ
混合し、架橋を引き起こすための加熱ステップ中に活性化させられる。
【００５９】
　架橋の別の例は、架橋剤として用いられるホウ酸ナトリウムを含む膜内に、ポリビニル
アルコールを組み込むことである。ＵＶ照射、電子ビームなどの他の架橋方法を用いても
よい。あるいは、ヒドロゲルマトリックスは、自由流動性を保持し、創傷部位又は基材に
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液体として適用してもよい。
【００６０】
　本明細書に開示されたヒドロゲルマトリックス組成物でコーティングされる基材は、創
傷ケアに使用される包帯、ドレッシング材、ガーゼ、発泡体や、おむつや女性用衛生品な
どのパーソナルケア用品に使用される不織布パッドを含む。ヒドロゲルマトリックス組成
物は、そのような基材上に、均一層として又は任意の適切なパターンをなして（例えば、
図２に示す、互いに平行な複数の線のパターン）、押出成形されるか又はコーティングさ
れる。一般的に、作製された酸素コーティング組成物は、約０．０２５～２５ミリメート
ルの範囲、例えば約０．０５～２０ミリメートルの範囲、例えば約０．１～１０ミリメー
トルの範囲の厚さを有する。最終的には、酸素コーティング組成物の作製後、及びヒドロ
ゲルマトリックス組成物の乾燥後、各粉体粒子は、ヒドロゲルマトリックス内に適切に分
布及び分散される。作製された酸素コーティング組成物は、ファイバ、高吸水性材料、及
び／又は任意の他の構成要素の乾燥重量での総重量に基づいて、約５～９５ｗｔ％の高吸
水性ポリマーを含む。任意選択で、酸素コーティング組成物内の高吸水性ポリマーの量は
、乾燥重量で、約２０～８０ｗｔ％、例えば約４０～６０ｗｔ％の範囲であり得る。別の
実施形態では、ヒドロゲルマトリックス組成物は、ストランド又はファイバとして押出成
形される。
【００６１】
　本発明は、次の例を参照することにより、より良く理解できるであろう。
【００６２】
　例
【００６３】
　基材層と、ヒドロゲルマトリックス内に埋め込まれた高吸水性ポリマー内に捕らわれた
酸素を含む酸素含有層とを含む二層構造体を作製する能力について実証した。表１及び表
２に示されたｗｔ％の値は一例であり、材料の量は本開示の精神の範囲内にある限り変更
可能であること、及び同等の結果を提供する他の材料を使用可能であることを理解された
い。
【００６４】
　ステップ１　高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体の作製
【００６５】
【表１】
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【００６６】
　上記の材料を、表１に示した量及び順番で互いに混合し、作製された混合物を浅い容器
に注ぎ、一晩重合させた。その結果得られた重合された「シート」を、その後、約５５℃
の高温で１２時間又は脱水するまで脱水した。材料（シート）がハンマーミルを用いて微
細な粉体（この例では、約１２０μｍの粒径を有する粉体）に粉砕できた場合に、脱水又
は「水分を含まない」重合後の段階が十分であると判断することができる。材料（粉体）
は、その後、乾燥粉体として貯蔵され、必要に応じて使用される。この「触媒ゲル粉体」
又は「高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体」は、その後、下記のステップ２で説明するよう
にして作製されるヒドロゲルマトリックスの材料として使用される。
【００６７】
　ステップ２　ヒドロゲルマトリックスの作製
【００６８】
　下記の表２は、各材料の望ましい範囲、並びに、最終的なヒドロゲルマトリックス組成
物の各材料の機能及び望ましい重量パーセントの例を示している。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　ヒドロゲルマトリックス混合物は、ＣＭＣ、高吸水性ポリマー・酸素触媒粉体（ステッ
プ１で作製した粉体）、及びグリセリンを混合することによりスラリーとして作製される
。その後、押出コーティングの前に、過酸化水素を水で希釈し、前記スラリーに混合する
。上述したように、過酸化水素は、混合物に含めず、押出コーティングの後にヒドロゲル
マトリックス混合物の表面にスプレーするか、又はコーティングされた基材を過酸化水素
溶液槽に浸漬してもよい。
【００７１】
　ヒドロゲルマトリックス混合物は、その後、基材上に押出コーティングされる。その後
、基材を十分な温度で十分な時間（例えば、約５５℃で約２時間）加熱すると、酸素（Ｏ

２）発泡反応が開始される。この加熱ステップは、使用される酸素触媒の種類に依存し、
酸素触媒の種類によって異なり得る。
【００７２】
　本発明はその趣旨から逸脱しない範囲で様々な変更又は変形が可能であることは、当業
者であれば理解できるであろう。加えて、様々な実施形態の態様は、その全体又はその一
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部を相互に交換できることを理解されたい。さらに、当業者であれば、上記の詳細な説明
及び実施例は説明のみを目的としており、添付の特許請求の範囲に記載されている本発明
の範囲をいかなる意味でも限定することを意図していないことを理解できるであろう。

【図１】

【図２】
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